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四半期報告書の早期提出のお願いについて 

 

 

3月決算会社については、四半期報告書（平成20年4月1日から6月30日ま

での期間）の提出期限が8月14日（木）となっております。 

 

当該四半期報告書の財務諸表は、ＸＢＲＬ形式で作成し提出する必要がある

ため、ＸＢＲＬの作成ツールを入手するなどＥＤＩＮＥＴで提出するための環

境を整える必要があります。 

 

ＸＢＲＬは、従来と作成方法が大きく異なるため、入力ミス等により予期せ

ぬエラーが発生し、ＥＤＩＮＥＴで提出できないことが懸念されます。また、

提出期限である8月14日はアクセスが集中する可能性があり、システムでの処

理に時間を要することも想定されます。 

 

したがって、事前チェック及び仮登録を早めに済ませ、できる限り13日まで

の提出にご協力いただきますようお願いします。 

 

なお、提出に関するお問い合わせは、管轄の財務局等にご連絡願います。 
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